
１－１　基本料金　介護サービス費　（日額）　　（在宅強化型）

１－２　加算対象料金　介護サービス費　　（日額）

　送迎加算 片道送迎　　施設にて送迎を行った場合に加算されます。

　認知症ケア加算 認知症専門棟に入所された場合加算されます。

　夜勤職員配置加算

特定短期入所（日帰り短期入所）の場合

※上記加算以外にも場合によっては加算をさせて頂くことがあります。　　　緊急時治療管理加算

特定短期入所療養介護

＊難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、

サービス提供にあたり、常時看護師による観察が必要な方に ３時間以上４時間未満

対して、日中のみ短期間の短期入所療養介護を行った場合に、 ４時間以上６時間未満

サービス提供時間に応じてに代えて右記の料金となります。 ６時間以上８時間未満

　総合医学管理加算 275円 550円 825円 2,750円
治療管理を目的とし、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行っ
た場合に、７日を限度とし加算。診療方針を定め、投薬、検査、注射、処置等を行う。診療方針等の内容を診療記
録に記載。かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行うこと。

22円 44円 66円 220円

1,129円 1,044円 2,258円 2,088円

1,071円 988円 2,142円 1,976円 3,213円 2,964円

1,860円 3,042円 2,790円

3,387円 3,132円

9,300円

10,710円

11,290円 10,440円

8,750円 7,940円

9,880円

2,601円 9,510円 8,670円1,734円 2,853円

6,190円

817円 762円 1,634円 1,524円

1,588円 2,625円 2,382円

8,170円 7,620円

619円 1,316円 1,238円 1,974円 1,857円 6,580円

１割 ２割 3割 １０割

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室
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要支援　２

要支援　１

要介護状態区分 多床室 個室

658円

2,451円 2,286円

要介護　２

875円 794円 1,750円要介護　１

951円 867円 1,902円

サービス提供体制強化加算Ⅰ

要介護　５

要介護　４

要介護　３ 10,140円1,014円 930円 2,028円

１割 ２割 3割 １０割

76円 152円 228円 760円

184円 368円 552円 1,840円

24円 48円 72円 240円

　療養食加算（１食毎に加算） 8円 16円 24円 80円

　在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ

糖尿病・肝臓病・腎臓病・胃潰瘍・貧血・膵臓病・高脂血症・痛風・検査食など特別な治療食を提供した場合加算されます。

　個別リハビリテーション加算 240円 480円 720円 2,400円 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、１日２０分以上の個別リハビリテーションを行った場合算定

　認知症行動・心理症状緊急対応加算 200円 400円 600円 2,000円
認知症日常生活自立度がⅢ以上であって、認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が
判断した者であること。（入所日から７日を限度）

　重度療養管理加算

要介護４又は５であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、短期入所療養
介護を行った場合

60円 120円 180円 600円

　緊急短期入所受入加算 90円 180円 270円 900円

利用者の状態や家族の事情等により、介護支援専門員が短期入所療養介護を受ける必要があると認めているこ
と。居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所療養介護を行っていること。利用開始し
た日から起算して、７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は１４日）
を算定の限度とすること。

9,080円

利用時間 １割 ２割 ３割 １０割

3,807円 12,690円

650円 1,300円 1,950円 6,500円

908円 1,816円 2,724円

1,269円 2,538円

120円 240円 360円 1,200円

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　介護職員等ベースアップ等支援加算　　　総単位数に対して０．８％加算

総単位数に対して２．１％加算総単位数に対して３．９％加算

46円 92円 138円 460円

両面



２－１　利用料　食事代（日額）　【注１】

　　第４段階　（基準費用） 第１～３段階以外の方　　　　　　　［食事代内訳 ： 朝食２７０円  昼食６３０円  間食６０円  夕食６８０円］

　　第３段階　② 市民税世帯非課税であって年金収入等が120万円超

　　第３段階　① 市民税世帯非課税であって年金収入等が80万円超120万円以下

　　第２段階 市民税世帯非課税であって年金収入等合計が80万円以下

　　第１段階 市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者

２－２　滞在費（日額） 　【注１】

　第４段階　（基準費用） ＊段階は食事代と同じ

　第３段階 ＊多床室とは、２人部屋・４人部屋

　第２段階 ＊滞在費の中に水道光熱費含む

　第１段階

【注１】　滞在費・食費については、各市町村に減額申請を行い、市町村の認定により段階が決まります。

２－３　特別室　部屋代　　（日額）

個室

多床室（洗面・トイレ付）

多床室（洗面付）

２－４　日用品費　　（日額）

　石鹸、シャンプー、おしぼり、タオル代等として

２－５　その他の費用として

業者に委託（ 洗濯物：上着１点１５０円、下着１点１００円、その他 ）

持込電気器具類（テレビ、各種充電器等）  それぞれ１点につき　３０円／日

業者に委託　直接支払

通常区域（宇和島市・北宇和郡）以外に送迎する場合は、片道５００円

※行事・クラブ費について、必要時別途実費となります。その際は、その都度ご相談させて頂きます。

※電気代につきましては、消費電力に関わらず1日につき1点30円頂くこととなります。
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1,000円

1,640円

300円

600円

1,310円

多床室

370円 490円

個室

377円 1,668円

370円

０円 490円

特室料

700円

洗濯代

電気代

理美容代

区域外の送迎費用

1,300円

日用品費 210円

500円

200円

両面


